
令和５年５月２日 

保護者の皆様 

県立麻溝台高等学校長 

 

５月８日以降の教育活動等について（お知らせとお願い） 

 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動について、ご理解とご協力をいただき誠

にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律上の５類感染症に移行されることに伴い、県教育委員会より今後の教育活動に

おける留意点等が示されました。（「令和５年度５月８日以降の県立高等学校等の教育活動等につい

て」（令和５年５月１日付け）） 本校においても県教育委員会の通知に基づきガイドラインの一部変

更を行いマチコミメール及びホームページに掲載したところです。（「令和５年度５月８日以降の学校

生活におけるガイドライン」（５月２日付け）） 

主な変更点は次のとおりとなりますが、保護者の皆様におかれましても今回の変更点についてぜひ

ご理解をいただき、ご家庭におけるご指導とご協力をお願いいたします。 

 

【これまで教育活動上の留意事項との比較（変更点）】 

 【ご家庭におけるお願い】   

  （１）これまで行っていたその日の体温等健康状態の報告は不要となりますが、引き続きお子様が

毎日の健康状態を把握するようご指導をお願いします。 

  （２）今後、濃厚接触者の特定は行わないことになりますが、例えば同居のご家族の方が新型コロ

ナウイルスに感染し、お子様への感染が懸念されることから登校させることが不安である等、

何かお困りの点等がございましたら遠慮なく学校にご相談ください。 

  （３）これまで発熱や咳等の風邪症状がある場合は、軽微な症状でも登校を控え自宅療養もしくは

医療機関へ受診する等の措置を取ってまいりました。今後は、軽微なものを以って一律に登

校を制限はいたしません。また、この場合の出欠等の扱いについては、これまでの出席停止

扱いから原則欠席扱いに変更になります。しかしながら、発熱や咽頭痛、咳等の普段と明ら

かに異なる症状がある場合には、新型コロナウイルスへの感染のリスクもございますので、

お子様が無理をして登校しないようご協力をお願いします。 

  （４）何かご不明な点や相談がございましたら問合せ先までご連絡をくださいますようお願いしま

す。         

 問合せ先 

                             副校長 仲神 

                             教 頭 中村 

                             電 話 042-778-2114（直通） 

主な変更点 旧 新 

classroomでの体温報告 必要 不要 

感染した場合の自宅待機期間 ７日間 ５日間 

濃厚接触者の特定 する しない 

朝、発熱や咽頭痛、咳等の症状が見られる場合 
自宅待機 

【出席停止】 

自宅待機を推奨する 

【欠席】 

ワクチン接種 出席停止 欠席 


